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事実と違う説明をする（不実告知）

不利になることを言われなかった
（不利益事実の不告知）

帰りたいのに帰してくれない（退去妨害）

デート商法など（好意の感情の不当な利用）

霊感商法など（霊感等による知見を用いた告知）

通常の量を著しく超える購入を勧誘する（過量契約）

契約前なのに強引に代金を請求されるなど
（契約締結前に債務の内容を実施等）

高齢者等が不安をあおられる（判断力の低下の不当な利用）

就職セミナー商法など（不安をあおる告知）

お願いしても帰ってくれない（不退去）

必ず値上がりすると言われた
（断定的判断の提供）

ガソリンを入れようとガソリン
スタンドに行ったところ、店員
が「ワイパーのゴムが外れてい
る」と言いながら頼みもしない
のにワイパーを交換し、代金を
請求された。

理由を告げずに旅行に誘われ、山奥の別荘に連れ
て行かれて商品を買わされた。

お得

契約は慎重に行わなければなりません。

「
」

わたしたちの生活は、多くの「契約」で成り立っています。しかし、中には悪質な事業者もいます。

退去困難な場所へ誘導
ウォーターサーバーを買うか親に相談したいと言っ
たのに、それはダメだと迫られ相談を妨げられた。

おどすような言動を交えて相談の連絡を妨害

ようとし

不当な



※1 電話や郵便、SNS 等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出したり、
「あなたは特別に選ばれました」等、ほかの者に比べて著しく有利な
条件で契約できると消費者を誘って、営業所等に呼び出したりして契
約させる販売方法

※2 路上等営業所以外の場所で「アンケートに協力してください」などと
呼び止め、営業所等に同行させて契約させる販売方法

ち

って内容を確認しましょう。

　販売方法（取引類型）には、 いろいろなものがあります。 これらの販売方法と、契約時の注意
事項を見てみましょう。



　パソコンやスマートフォンを利用したインターネット通販では、商品が届かない、突然
サイトがなくなる、偽物が届くといったトラブルが多発しています。上記の注意点に加え
て、次の点にも、注意が必要です。

注文は慎重に行わなければなりません。

激安！

90％OFF!!

③最終確認画面（購入回数、支払総額、解約や返品の条件など）

避



「

「高収入を得られる仕事を紹介する」などと勧誘し、仕事のために
必要と言って商品やサービスを契約させる販売方法

」など

取引類型

（内職商法）



　クーリング・オフは、書面（ハガキでも可）、電磁的記録（メール、FAX、ウェブサイト上
の専用フォーム等）で通知します（21 ページ「付録1 クーリング・オフなどの通知文の例」参
照）。証拠として、書面のコピー（ハガキの場合は両面のコピー）を取って、郵便局窓口から
特定記録郵便または簡易書留などで送りましょう。クレジットカードを利用した場合は、忘れ
ずにカード会社にも同じように通知しておきましょう。
　送付する書面（はがきの場合は両面）は、コピーを取って保管します。電磁的記録で通知す
る場合、電子メールであれば送信メールを保存し、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用
フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておきます。

※ただし、学習塾、エステなど一定のサービスについては、店舗販売
　や通信販売でもクーリング・オフが可能な場合があります。
※通信販売では返品の可否や条件が適切に表示されていない場合に限り、商品到着後8日以内であれば消費
者が送料を負担することで返品できます。また、事業者が自主的にクーリング・オフや返品に応じてく
れる場合もあります。
※テレビの通販番組や動画配信サイト・新聞広告等を見て、買いたい商品を電話で申し込むときに、広告
にはなかった無関係の商品を勧められて考える暇もなく契約してしまった…という事例が多発したた
め、令和５年６月からこのような取引は電話勧誘販売としてクーリング・オフの対象となりました。

　成年年齢に達すると、親権者の同意がなくても、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、
クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むなど、自分だけの判断で契約
を結ぶことが可能になります。未成年者の場合、親権者の同意なく結んだ契約は、原則取り消すこ
とができますが（→12 ページ）、成人になると未成年者契約取消権による保護はありません。契約
を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
　社会的経験に乏しく、法的な保護のない新成人を狙い打ちにする悪質な事業者もいることから、
トラブルに遭わないよう、より一層の注意が必要です。

4. 18 歳は成年です！



（１）石川県内の若者の
　　消費生活相談状況
　　（令和5年度）

犯罪に加担しない！

　令和５年度の石川県内の若者（15
～ 18歳）に関する消費生活相談は、
78 件でした。そのうち約６割が通信
販売のトラブルでした。
　特にオンラインゲームに関する相
談が 15 件と令和４年度の５件から
急増しています。 

　最近では、「スマホを購入して送ればお金を貸す」などと言われて、お金欲しさに自己名義で購
入して送付したら、そのスマートフォンが特殊詐欺などの犯罪に利用されたといったケースも発
生しています。
　携帯電話不正利用防止法により、自己名義の携帯電話（SIMカード）を無断で譲渡することは禁
止されています。他者に譲渡しても、契約した携帯電話の購入代金や、通信費などの利用料金の支
払い義務は当然なくなりません。それどころか、携帯電話販売店から携帯電話や SIM カードをだ
まし取ったとして、詐欺罪に問われる場合もあります。

（令和5年度）

インターネット通販（定期購入）のトラブル事例

事

（→12ページ）

・契約内容や解約条件など最終確認画面をしっかり読んでから注文すること！
なお、見えにくい場所に小さく表示されているなど、誤認させる表示が
あった場合、申込んだ後でも契約を取り消せる可能性があります。

通信販売 48件
（61.5％）

その他
16件
（20.6％）

店舗購入
14件
（17.9％）

うち
オンラインゲーム15件

うち
学習塾など
         　4 件
エステ　3件



・契約した覚えがない場合、契約は成立していない可能性があります
 （→３ページ）。
・「退会処理はこちら」などと表示されても、絶対に相手に連絡しないこと！

がして、

無断で い



元
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・令和５年度は石川県内でも若者の副業に関する相談が増加しました。



「成年だ」、「親が同意している」などとウソをついて契約した場合

が返金されます。

クーリング・オフなどの

6.

支払った

取引の経験、知識、判断能力が不足している

へ～

なるほど～



7．多様な支払方法

（１）キャッシュレス決済の種類
〈支払時期による分類〉

〈支払手段による分類〉

◇プリペイドカードの分類◇

☆プリカ詐欺に注意！

　近年、クレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済サービスが多様化しており、
スマートフォンを利用したいわゆる「スマホ決済」にも多数のサービスが存在しています。

　不当請求や詐欺の決済手段として利用される消費者被害が発生しています。電
話やメールなどでプリペイドカードの番号を伝えることや、指示された番号に
チャージすることは、しないようにしましょう。

カードやスマートフォンに前もってチャージ（入金）し、店の
機械で読み取るなどして支払う（電子マネー、プリペイドカー
ドなど）
店の機械でカードを読み取るなどし、銀行口座から即時に支
払う（デビットカードなど）

カード会社が代金を立て替え、消費者は後からカード会社に
支払う（クレジットカードなど）

様々な会社が独自に発行している
電子的なお金で、スーパー、コン
ビニ、改札機等でタッチするなど
してお金を支払うことができる。

スマートフォンに、クレジットカード、電子マネー、銀行口座などを登録し、お店での支
払いなどに使用する。例えば、スマートフォンをタッチする、あるいはバーコードや二次
元コードを読み取ったりして支払うことができる。

店の機械でカードを読み取るなど
して支払うと、代金が銀行口座か
ら即時に引き落とされるカード。

お店での買い物などで使うと、そ
の場で支払うことなく商品やサー
ビスを受け取ることができ、後で代
金を請求される（後払い）カード。

前   払   い
（プリペイド）
即 時 払 い
（デビット）
後   払   い
（ポストペイ）

電子マネー／プリペイドカード デビットカード

スマホ決済

クレジットカード

（例：Appleギフトカード、Google Playギフトカード、amazonギフトカードなど）

分割払いは



毎月の返済額を一定に設定する支払い方法。返済中にさらに買い物をしても
月々の返済額は変わらないが、返済回数が増加していくために利息がふくら
み、支払いがいつ終わるのか分かりにくい。

金額を確認してサイン・暗証番号入力！
オンラインでも利用明細の確認を！

利用の内容をよく見て、伝票は捨てずに保管。
利用伝票と突き合わせてチェック。

延滞金だけでなく、信用情報機関に記録される。

カード
会社

消費者

加盟店

カード発行

請求金額の支払い（口座から引落し）

立替払い

売上データ送付

カード提示

商品・サービスの
提供

クレジットカードによる商品購入のしくみ（三者間契約）

●1

●4

●3

●2

●1 会員契約 ●2 売買契約

●3 加盟店契約

カード申
込み

カード利
用分の

請求



③個人情報を入力しない

以下の３つに注意しましょう。
①ＳＮＳに載せる情報は、よく確認する（個人情報の流出や炎上などのトラブルに発展する危険が
ある）。
②ＳＮＳで知り合った相手の書き込み内容等をうのみにせず、不審な勧誘やもうけ話、写真の要求
などはきっぱり断る。
③一度書き込んだ情報は完全に取り消すことができないため、慎重に利用する。

　インターネット通販は事業者との取引ですが、ネットオークション、チケット転売サイト、
フリマアプリなどは、売り手と買い手が直接の契約当事者となる個人間取引が基本です。

メール

転売

インターネットの安全安心な利用のために
　令和５年にSNSを利用して面識のない相手と知り合い、犯罪の被害にあった
未成年者のうち約89％※1はフィルタリング※2を利用していませんでした。
　法律 ※３では、携帯電話事業者は、未成年者が利用する携帯電話等には、原則、
フィルタリングサービスを提供することとされています。自分1人でも安全にかしこく
活用ができるように、家族で話し合いながらルールを見直しましょう。
※1　令和 5年における少年非行及び子供の性被害の状況（令和 6年 3月　警察庁生活安全局人身安全・少年課）
※2

※3



～お金の知識をあなたの力に～

各種啓発動画のご案内

J-FLEC（金融経済教育推進機構）
https://www.j-flec.go.jp/

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/shohicenter/videos.html

https://www.caa.go.jp/

https://www.kokusen.go.jp/

情報セキュリティポータルサイト ～ここから　セキュリティ！～
https://www.ipa.go.jp/security/kokokara/




